
１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

（２）点数評価項目

主な指標

指定の期間

利用者の
満足度調査等

事業報告（年１回）
管理月報（月１回）

実地調査
実施日

・意見箱の設置（　令和元年度０件）

利用者数
（人）

平成３０年４月１日から
令和５年３月３１日まで

奈良市自転車駐車場 評価主体 環境部　環境政策課

60,422,300

令和元年度 50,766,000 59,597,430

平成30年度

設置目的

令和元年7月18日
現地訪問

評価

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名

指定管理者 ミディ総合管理株式会社 （公募）

区分 評価項目 評価の着眼点

適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態【評価基準】

街の美観を維持し、自転車等利用者の駐車の利便を図るため。

変動の大きい指
標の変動理由

(使用料)収入※２

（円）

51,700,000

特記事項

モニタリング
の主な手法

指定管理料※１

（円）

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性  公の業務として経理の執行が適正に行われたか。

駐車場の受付業務の機械化やプリペイドカードを導入し適正化を
図っている。また、各自転車駐車場にFAXを活用し、日々の業務
報告、使用料の集金状況を報告しており、適正かつ迅速化を図っ
ている。

適

実施内容

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

適

業務仕様書及び事業計画のとおり実施されている。また、個人情
報等は、適切に管理されている。

適

自転車駐車場業務実施要領どおり適切に使用承認がなされてお
り、公平な処理に努めている。

関係法令等を遵守している。 適

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

情報公開に対する考え方及び
方策

法令遵守に対する考え方及び
方策

適

A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

評価

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

管理人は自転車駐車場運営に重要な有資格者を優先して置いて
いる。危機管理マニュアル等を作成し非常時の対応にも備えてい
る。また、損害賠償保険にも加入している。

適

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

有資格者による適切かつ確実な点検業務及び日常のチェックリ
ストに基づく巡回点検により小規模な施設修理は市に報告し、指
定管理者の設備部門により早急に対応し大規模な不具合や故障
の未然防止に努めている。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画

【評価基準】

一時利用の機械化や電子マネー決済の導入及びＬＥＤ照明の導
入やＡＥＤの設置等サービス向上を図った。

B

 利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

共通利用できるプリペイドカードや電子マネー設備及び定期利用
予約のネット利用の導入等、利用者への利用促進やサービス向
上に努めている。

B

 自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

自主事業実施計画

利用の促進、サービスの向上
の方策

-

管理業務仕様書に基づき、事業計画どおり実施されている。

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

-- -361

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

B

- -361

目標

731,100

731,100

実績

637,645

651,620

（５年間）

開館日数
（日）

施設稼働率
（％）

目標 実績

利用者満足
度

（％）
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評価区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

概ね計画どおり経費削減に努めている。 B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

役員→部（第二事業部駐車場グループ）→総括指導員→現場責
任者（班長）→管理人の順で指揮系統は的確である。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

近隣他府県及び県内他市において多数の自転車駐車場の運営
に携わっており、そこで培われたノウハウが本市の自転車駐車場
の管理運営にも効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

財務状況は健全である。 B

類似事業の実績、ノウハウ

総合評価

指定管理者に
対する指示・
指導事項

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

指定管理者は随時巡回を行うほか、場内美化、接遇向上に務め、利用者が安全安心に利用できる環境を提供した。またトラブル発生時の報告体
制も確立し、迅速な対応を行った。また、年始から年度末にかけては新型コロナウイルス感染防止対策にも速やかに対応し、現場担当者へのマス
クや消毒液の配置など、利用者や現場担当者への安全対策も行った。
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同一の指定管理者が一括して管理運営する公の施設の名称及び評価指標の実績一覧表

令和元年度 平成30年度 令和○年度 平成○年度 令和○年度 平成○年度

1 奈良市中筋自転車駐車場 17199060 16630980

2 奈良市高の原第一自転車駐車場 3257240 3472160

3 奈良市高の原第二自転車駐車場 17713720 18532320

4 奈良市高の原第三自転車駐車場 15729960 15736640

5 奈良市高の原第四自転車駐車場 5697450 6050200

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

番号 施設名

(使用料/利用料金)収
入（円）など

利用者満足度（%）
など

施設稼働率（%）
など

42自転車駐車場稼働率



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検、その他施設
の維持管理について、業務仕様書に定める水準どお
りに行われたか。

業務仕様書に定める水準どおりに、施設・備品等の保全、設備の
保守・点検、その他施設の維持管理が実施され、利用者の安心、
安全を第一にした管理が行われた。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備、その他施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書等に定め
る水準どおりに行われたか。

担当責任者により、退館時の施錠は確実に行い、また防犯ビデ
オの確認等、日常の保安・安全確保にも努めた。奈良市針テラス
情報館業務実施要領に基づき水準どおりに行われた。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として適正な経理の執行が行われたか。

奈良市針テラス情報館の管理に関する基本協定の規定に基づく
報告書の提出をもって、厳正に管理した。指定管理料を他の事業
とは分離の上、予算内で支出する中で最大の成果を目指した執
行に努めた。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

観光客や市民に対する情報公開について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

施設の管理運営に関する情報や、指定管理者に関する情報につ
いては、奈良市情報公開条例、同施行規則等に基づいて、要求
に応じて個人情報を除いて公開が可能であった。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

奈良市個人情報保護条例、同施行規則等に基づき、個人情報取
扱いに関する重要性を認識するとともに、その漏えい防止には細
心の注意を払った。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

観光客や市民による平等利用の確保について、具体
的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく一部
の市民を優遇していないか。

無料施設として、道の駅「針テラス」の利用客が気軽に、自由に
立ち寄り、休憩や買い物、情報収集等の場として活用され、また
地域の情報発信拠点の一つとしても活用された。

100 100 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

360日 100 100 -

平成30年度 7,600,000 0 71,793 81,243 360日

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 7,671,000 0 76,211 81,243

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（５年間）

設置目的 本市の観光事業及び観光産業の振興を図るとともに、地域振興の拠点として観光客及び市民の利便に供するため。

モニタリング
の主な手法

事業計画の確認（年１回）、業務報告の
確認（月報・日報）、実地調査（随時）、
市役所での聞き取り調査（随時）、電話
による協議・意見交換（随時）

利用者の
満足度調査等

施設利用者との会話を通じ意見聴取
針テラス利用者アンケート

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市針テラス情報館 評価主体 観光経済部観光戦略課

指定管理者 地域活性局共同体 （公募/非公募） 指定の期間
平成３０年４月１日から
令和５年３月３１日まで

43針テラス情報館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

生産者が減少するなか、新規出品者の確保と地域との積極的な関わりの方策を引き続き検討していくよう指示。地域農畜産物の直売、軽喫茶
コーナー、情報発信エリア、トイレ・休憩場所等、左右に長い施設を利用者ができるだけ動き、活用するような館内づくりを指示した。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

リピーターの増加、客単価の増加への方策として、ＳＮＳの頻繁な情報更新や、姉妹都市の海産物販売コーナー設置、カフェメニューの充実を行
い、これに伴い、店内レイアウト等も改善が見られ、客層の拡大や滞在時間の延長にもつ繋げ、また建物内での地域情報発信コーナーにより積極
的な情報発信に努めている。また、利用者の休憩スペースも改善し、フリーWi-Fiを設置するなど、利用者の利便性向上に努めている。

総合評価

管理にあたり、基本方針や事業計画、協定書などに基づき、適正かつ効果的に事業が行われた。道の駅「針テラス」の構成施設の一つとして、単
なる休憩施設としての役割を越え、情報を積極的に届けることができる拠点という機能を果たし、かつ地域農畜産物の紹介、直売の場として、その
認知も広まっている。一方で、気象・道路状況に影響されやすい冬季の来客落ち込みや売り上げ減少も見られ、引き続き積極的な拡販や魅力的
な商品開発等も求められる。

地域の農産物・特産物の販売を行う中で、生産者らとの連携がで
き、地域住民が道の駅「針テラス」を拠点に農産物・特産物のＰＲ
に積極参加することにより地域活性化にも貢献した。また、地域
資源を活用した加工品の商品開発にも努めた。

B

指定の期間内に、安定的に事業を継続できる財務状
況下。団体の財務状況悪化により、施設の管理運営
が困難になる恐れはないか。

他の管理施設の収入や事業収入、自主財源などもあり、指定管
理期間内に安定的に事業を継続できる財務状況にある。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

苦情・トラブルの発生時には、誠意をもって速やかに解決を図る
とともに、必要に応じて、奈良市や関係者、国土交通省等と連携
し、職員全員の周知により、随時情報共有を行うことにより、再発
防止に努めた。

B

地域等における連携、貢献について具体的・効果的な
方策が行われたか。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務遂行のために必要な職員を、確保・育成するため
に、職員の採用及び研修・指導に関する具体的・効果
的な方策が行われたか。

職員の接遇について、接客態度の向上や、各種セミナーに関す
る情報提供を行い、その意識の向上に務めた。また施設管理に
関しても、必要な講習会や研修会の情報を積極的に収集し、提
供した。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営業務、その他類似事業の業務実
績・ノウハウが施設管理に効果的に反映されていた
か。

株式会社地域活性局は、ならまち地域においても観光情報の発
信及び、農産物・特産物直売を行うなど、そのノウハウを蓄積して
おり、県外への出荷事業取扱いの経験も反映でき、業務に適して
いる。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で、経費を縮減することにつ
いて、具体的・効果的な方策が行われたか。

管理費のコスト削減に努めながらも、利用者に負担のない範囲で
の、創意工夫に基づいた無駄のない予算執行を行っているかに
ついて、精査を行った。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

地域の活性化を目的とした、情報収集と情報発信に加え、農産
物の販売において、生産者との調整を経て積極的な展開に努め
た。
期間限定の新米試食イベント等も実施して、地域のPRに努めた。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

情報発信の窓口として、ＰＲ展示コーナーを活用し、季節ごとの花
やイベント等の観光情報を提供し、奈良市東部の玄関口として幅
広く情報提供を行った。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

奈良市針テラス情報館の管理に関する基本協定書に基づき、農
畜産物・特産品直売所運営、観光産業振興の事業運営等、奈良
市東部の玄関口として積極的な情報提供を行った。また、レイア
ウトの変更等、利用客の利便性向上を図った。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

43針テラス情報館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

業務実施要領に基づいて維持管理を行った。毎日施設内や事務
室内を点検し、清掃等がしっかり行われているか確認した。また、
夜間は警備保障会社による機械警備を実施している。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書等に定め
る水準どおりに行われたか。

防犯警備・火災監視・緊急時対応等、業務要領に記載されている
内容の他に、責任者による施錠・セキュリティー設備のチェック強
化を実施。緊急時に職員間及び関係機関に即時連絡できるよう、
連絡体制も整備している。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として経理の執行が適正に行われたか。
使用料の取扱いについては、条例及び業務実施要領に基づき適
正に行うよう努めた。柳生観光協会として、年２回会計監査を実
施し、決算時にも税理士等の指導により会計処理を行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市情報公開条例及び奈良市情報公開施行規則に基づき、
施設の管理運営についての情報や、指定管理者に関する情報に
ついては、情報公開請求があれば迅速に公開できるようにしてい
た。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

単に条例を守るだけではなく、リスクを回避するためにどういう
ルールを設定していくか、どのように運用して行くかを考え、その
環境の整備を行った。また、倫理感を持って業務にあたるようにし
ていた。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

旧柳生藩家老屋敷・柳生観光駐車場は、条例や業務仕様書に規
定の使用料を徴収しており、平等に利用されている。また、日報・
月報による報告も適時行っている。旧柳生藩陣屋跡については、
使用料が無料であり、多くの人々の憩いの場や柳生さくら祭の会
場として利用した。

100 100 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

柳生観光駐車場３６６日
旧柳生藩陣屋跡３６６日

旧柳生藩家老屋敷３５７日
100 100 -

平成30年度
旧柳生藩家老屋敷 4,707,000

旧柳生藩陣屋跡 518,000
柳生観光駐車場 2,942,000

旧柳生藩家老屋敷 1,803,450
柳生観光駐車場 978,600

旧柳生藩家老屋敷
6,500人

柳生観光駐車場
1,700台

旧柳生藩家老屋敷
5,774人

柳生観光駐車場
1,608台

柳生観光駐車場３６５日
旧柳生藩陣屋跡３６５日

旧柳生藩家老屋敷３５６日

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度
旧柳生藩家老屋敷 4,707,000

旧柳生藩陣屋跡 518,000
柳生観光駐車場 2,942,000

旧柳生藩家老屋敷 1,362,840
柳生観光駐車場 1,198,000

旧柳生藩家老屋敷
6,500人

柳生観光駐車場
1,700台

旧柳生藩家老屋敷
4,399人

柳生観光駐車場
2,030台

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（５年間）

設置目的 柳生の里を訪れる観光客及び市民の観覧と利便に供するため。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認
（月１回）
・現地調査（随時）

利用者の
満足度調査等

旧柳生藩家老屋敷お客様アンケート
実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名
奈良市柳生の里観光施設（旧柳生藩家老屋敷、旧柳生藩陣屋跡、
柳生観光駐車場）

評価主体 観光経済部観光戦略課

指定管理者 柳生観光協会 （公募/非公募） 指定の期間
平成３０年４月１日から
令和５年３月３１日まで

44柳生の里観光施設



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

施設の使用者数を増やすために、お客様アンケートを施設運営の参考にし、積極的に地域行事の情報発信や誘客事業等を実施するように指導し
た。
引き続き、柳生観光協会に現地の若年層の参画を促し、協会の活性化を図り、広い視点を生かした地域の活性化に繋げて、更に柳生の魅力を発
信していくよう指導した。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

施設の使用者数増加へ向け、ホームページ・ＳＮＳを活用した情報発信を積極的に行ってきた。柳生観光協会への現地若年層の取組について
は、引き続き改善が必要となるが、コスプレ受入強化等のサブカルチャー事業の取組や、ＱＲコード等による観光案内の多言語対応を市と連携し
て行い、柳生の魅力発信・受入強化に努めている。

総合評価

条例や事業計画、業務仕様書、業務実施要領に基づいて、適正な施設の管理運営を行ったといえる。柳生地区の観光拠点として、観光客への応
対や問合せに対して丁寧な対応をしており、重要な役割も果たしている。
柳生さくら祭や柳生の里写真コンクール等、継続的な柳生の魅力発信に加えて、「はならぁと2019 あらうんど」やコスプレ受入など誘客にも積極的
に取り組んでいた。
柳生は観光資源も多く魅力のある地域であるので、柳生の里観光施設も含めて今後の発展が期待される。

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

柳生観光協会は、昭和４３年４月の設立以降４０年以上に渡って
健全に運営されている。補助金収入の他にも、会費や事業収入
等の自主財源もあり財務状況は安定している。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

柳生に関する書物から柳生の歴史を研究し、観光案内など知識
の向上に努め、職員全員でその情報を共有するための場を設け
た。また、各施設には地元在住者を基本的に配置し、柳生の観光
案内に努めた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

平成18年度から指定管理者として、奈良市柳生の里観光施設を
管理しており、そこで培ったノウハウを業務に生かしている。柳生
観光協会の会員が職員であり、各施設にも地元の者を配置して
いるので、柳生に精通しており、業務に適している。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

施設及び備品の破損等の防止に努め、余計な経費がかからない
ようした。必要不可欠な経費以外は極力抑えるように、職員全員
に意識するよう指導した。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 A

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

自主事業として、柳生さくら祭、石舟斎法要剣道大会に関わっ
た。奈良市東部出張所と連携した「さとやま民泊」の推進や、ホー
ムページの英語翻訳化を行った。また、柳生の里写真コンクール
入選作品を、南都銀行本店及び旧柳生藩家老屋敷で展示し、PR
した。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

施設を訪れる市民や観光客向けのアンケート実施や要望などを
聞き、運営に反映させていく。苦情等があった場合は、担当職員
から段階的に対応し、再発防止のために原因究明を行い、職員
に指導した。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

施設の運営管理だけでなく、「はならぁと2019 あらうんど」、コスプ
レ受入を実施し、柳生への新たな観光客、リピーターの獲得に努
めた。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

44柳生の里観光施設



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市転害門観光駐車場 評価主体 観光経済部奈良町にぎわい課

指定管理者 ミディ総合管理株式会社 （公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和5年3月31日まで （5年間）

設置目的 奈良町を訪れる観光客が、安全で快適かつ有意義に利用できるように各観光施設の運営管理を行う。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認
（月１回）
・現地調査（随時）・市役所での聞き取り
調査（随時）
・電話による協議・意見交換（随時）

利用者の
満足度調査等

利用者との会話を通して意見聴取
実地調査
実施日

令和2年3月31日

主な指標
指定管理料※１

（円）
使用料収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

利用者満足
度

（％）目標 目標

令和元年度 2,948,000 3,247,800 6,941 365

平成30年度 2,920,000 3,376,400 7,297 365

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保の重要性・責任について
具体的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく
一部の市民を優遇していないか。

奈良市転害門前観光駐車場指定管理者業務仕様書及び奈良市
転害門前観光駐車場業務実施要領に基づき公平・公正かつ適正
な運営を行った。市の駐車場としての趣旨等を丁寧に説明し、公
共施設としての平等利用を図った。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

市の情報公開条例・規則を遵守しており、常に迅速に対応できる
よう体制を整えている。

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

企業としての社会的責任と重要性を認識するとともに、コンプライ
アンス推進委員会を設置し、各部署にコンプライアンス推進リー
ダーを配置。認識強化と周知徹底に努めている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

年２回業務監査を行うほか、複数の専門監査員の巡回、統括責
任者のチェックなど、適正な経理体制を確立している。

適

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

日常清掃、トイレ清掃は毎日実施。日常清掃で対応不可能な箇
所については清掃担当部門が随時対応。日常点検の実施に関し
ても関係諸法規に準拠した点検を行い、不具合があれば早急に
対応できる体制を確立している。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

緊急連絡体制、警備業務・危機管理マニュアルに基づき、日常時の保安・警備等安全
管理に備えた。夜間等における保安・警備については、警備会社による機械警備委託
を行い警備等安全管理に努めた。利用者の事故等に対応するため、賠償責任・動産総
合保険にも加入し適切な対応がとれている。

適
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画
事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が適正に実施され、概ね計画どおり
の成果を挙げている。

B

自主事業実施計画
自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

繁忙期にレンタサイクルを行い観光客の利便性の向上に努め
た。

B

利用の促進、サービスの向上
の方策

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

苦情・トラブルについて、迅速に対応できるような体制を確立して
いる。また、「管理スタッフ教育」を実施し、利用者のサービスの向
上に努めている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

運営上必要な消耗品や光熱水費などは必要最小限の範囲に収
めるなど、経費削減に努めている。

B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を見たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

基本は無人機械管理だが社員１名が統括責任者として毎日巡
回。繁忙時には警備員を配置している。職員の研修・講習等、指
導についても、適時行っている。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

近鉄百貨店駐車場や市営駐車場の業務委託の実績があり、駐
車場管理業務のノウハウを有しており、適正な運営管理が実施さ
れている。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

経営は順調に推移しており、指定の期間内に安定的に事業を継
続できる。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

苦情・トラブル対応及び防止
苦情・トラブルの適切な対応や予防の重要性・責任に
ついて認識があり、また、そのための具体的・効果的
な方策があるか。

苦情があった場合には「苦情処理規定」に基づき責任を持って対
応し報告し、再発防止のために管理人に再研修を行う。不正駐車
の警告や精算機等の故障等に対して、業者と連携して対策を講
じた。

B

地域等における連携・貢献
指定管理者として、施設を管理運営することに対する
熱意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

今まで培ってきた駐車場運営管理のノウハウを充分に活かし、駐
車秩序の確立・街の美観の維持・利用者の利便性向上をめざし
貢献できるよう努めている。

B

総合評価 施設の管理が適正かつ効果的に行われている。今後は平日昼間の駐車率の向上や定期券の販売につながる取り組みを期待したい。

指定管理者に
対する指示・
指導事項

特にありません。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

特にありません。
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良町からくりおもちゃ館 評価主体 観光経済部奈良町にぎわい課

指定管理者 特定非営利活動法人　からくりおもちゃ塾奈良町 （公募） 指定の期間
平成29年4月1日から
令和4年3月31日まで （5年間）

設置目的
奈良町を訪れる観光客が、安全で快適かつ有意義に利用できるように各観光施設の運営管理を行う。各施設の運営を行うことで奈良の観光地としての魅力を向
上させる。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認

利用者の
満足度調査等

来訪者が感想を書く「雑記帳」の設置
実地調査
実施日

令和2年3月31日

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

利用者満足
度

（％）目標 目標

令和元年度 7,020,000 32,767 277

平成30年度 6,990,000 37,625 301

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項 平成２４年度は４月２８日より開館した。

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保の重要性・責任について
具体的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく
一部の市民を優遇していないか。

奈良町からくりおもちゃ館条例に基づき、適正な管理運営を行っ
た。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

49
奈良市情報公開条例及び奈良町からくりおもちゃ館の管理に関
する基本協定書に基づき、情報公開請求があれば、広く情報を
開示する。

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

当館が公共施設であることをスタッフが自覚し、法令遵守、個人
情報の保護、人権の重要性を業務実施要項等を教材として研修
を通じて深めている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

奈良町からくりおもちゃ館の管理に関する基本協定の規定に基
づく、報告書の提出をもって、厳正に管理した。指定管理料を他
の事業とは分離の上、予算内で支出する中で最大限の成果を目
指した執行に努めた。

適

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

日常の開館時間内はスタッフによる清掃及び施設・展示玩具の
点検を行い、小規模なものはスタッフで修理を行った。専門的なこ
とは、専門業者に再委託し定期点検、法定点検を行い施設設備
の保全を図った。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

緊急時対応連絡網を作成し、保安・警備等の安全管理に努めた。休日・夜間等におけ
る保安・警備については、警備会社による機械警備委託を行い安全管理に努めた。ま
た、利用者の万一の事故等に備え、施設入場者損害保険に加入している。

適
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画
事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

奈良町からくりおもちゃ館の管理に関する基本協定書に基づき、
町家空間の中でからくり玩具等による遊びを体験する事業等を
行った。また、施設の運営管理だけでなく、奈良町界隈を中心とし
た観光案内に努めた。

B

自主事業実施計画
自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

自主事業として、からくり玩具の製作体験等を実施した。また、わ
らべうたフェスタの会場として提供し、地域の活性化にも努めた。

B

利用の促進、サービスの向上
の方策

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

地域住民等や施設を訪れる来館者の要望を聞き、運営に反映させた。また、親子で来
館された際の利便性を考慮して、多目的トイレにおむつ台を設置し、さらに、AEDを施
設内に設置することで来館者が安心して施設を利用できる環境を整えた。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

指定管理料の範囲内で事業を実施し、運営上必要な消耗品や備
品などは必要最小限の範囲に収めるなど、経費削減に努めてい
る。

B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を見たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営業務を実施するために、必要な業務体制を確保すると
ともに、労働基準法を遵守し、業務内容にあった適正な人数を配
置し勤務体制を整えた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

類似施設の管理運営に関する実績は有しないが、長年からくり玩具の研究・製作指導
にあたってきた実績を持つ館長をはじめ、役員も歴史や奈良の文化に関する研究者や
奈良の観光案内業務経験者であり、その実績・ノウハウを活かした事業が実施されて
いる。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

指定管理料の範囲内で事業を実施しており、安定的に事業を継
続できる財務状況である。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

苦情・トラブル対応及び防止
苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

苦情・トラブルが発生しないよう、事前回避に努めている。万一発
生した場合には事務局員が責任者として速やかに適切な対応を
とっている。その顛末は文書化し、スタッフ全員が情報を共有でき
るようにしている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として、施設を管理運営することに対する
熱意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

管理運営を行うにあたり、実技講座や類似施設の見学など様々
な研修を継続的に実施することにより、スタッフ一人ひとりのスキ
ルアップを図り、施設の設置目的を達成するための体制を整えて
いる。

A

総合評価
奈良町からくりおもちゃ館条例や協定書、事業計画などに基づき、施設の管理が適正かつ効果的に行われている。少しマンネリ化が見られるの
で、新しい事業やイベントなどが必要である。

指定管理者に
対する指示・
指導事項

特にありません。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

特にありません。
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市ならまち格子の家 評価主体 観光経済部奈良町にぎわい課

指定管理者 ならまち格子の家指定管理者コンソーシアム （公募） 指定の期間
平成28年4月1日から
令和3年3月31日まで （5年間）

設置目的 奈良町を訪れる観光客が、安全で快適かつ有意義に利用できるように各観光施設の運営管理を行う。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認

利用者の
満足度調査等

来訪者が感想を書く「雑記帳」の設置
実地調査
実施日

令和2年3月31日

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

利用者満足
度

（％）目標 目標

令和元年度 4,208,000 77,933 302

平成30年度 4,208,000 85,152 302

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項
平成２３年度に「ならまち格子の家指定管理者コンソーシアム」を構成する「ならまち振興財団」が「奈良市総合財団」に統合されることになったので、非公募による選定を改めて実施。「奈良市総合財団」を構成員に含
む「ならまち格子の家指定管理者コンソーシアム」を選定した。

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保の重要性・責任について
具体的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく
一部の市民を優遇していないか。

奈良市ならまち格子の家条例に基づき、適正な管理運営を行っ
た。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市総合財団情報公開要綱及び奈良市ならまち格子の家の
管理に関する基本協定書に基づき、情報公開請求があれば広く
情報を開示する。

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

奈良市総合財団職員就業規則等に基づき法令順守を徹底してい
る。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。。

公益法人会計基準並びに奈良市総合財団会計処理規定等に基
づき適正な経理が執行されている。

適

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

定期清掃だけでなく、常勤職員による施設内外の清掃・設備等の
点検を行い、施設の不備・雨漏り等については、即座に所管課へ
報告し修繕を行うなど維持管理に努めた。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

緊急時対応連絡網を作成し、日常時の保安・警備等安全管理に備えた。休日、夜間等
における保安・警備については、警備会社による機械警備委託を行い警備等安全管理
に努めた。また、利用者の万一の事故等に備え、施設入場者損害保険に加入してい
る。

適
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画
事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

奈良市ならまち格子の家の管理に関する基本協定書に基づき、
生活民具や伝統工芸品を展示し、町家空間を体感する事業等を
行った。また、施設の運営管理だけでなく、奈良町界隈を中心とし
た観光案内に努めた。

B

自主事業実施計画
自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

自主事業として、展示や催しでは、町家の特徴を紹介するパネル
展やならまち紹介の常設展を開催し、上方舞、デッサン能などの
伝統文化鑑賞会など、他団体との「ならまち」の広報啓発に関す
る事業の協働開催を行った。

B

利用の促進、サービスの向上
の方策

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

地域住民等や施設を訪れる来館者の要望を聞き、運営に反映さ
せた。苦情等に対しては、誠意を持って対応し、万が一トラブルが
発生した場合は、再発防止のために原因究明を行うよう、スタッフ
に指導している。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

指定管理料の範囲内で事業を実施し、運営上必要な消耗品や備
品などは必要最小限の範囲に収めるなど、経費削減に努めてい
る。

B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を見たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営業務を実施するために、必要な業務体制を確保すると
ともに、労働基準法を遵守し、業務内容にあった適正な人員を配
置し勤務体制を整えた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

奈良市総合財団はならまちで他の施設の管理運営事業を行っており、また、株式会社
地域活性局においてもならまちの観光情報の発信を積極的に行っているなど、両者の
ノウハウが効率的かつ効果的な施設管理に反映されている。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

奈良市総合財団は奈良市設置の文化施設等さまざまな施設の
管理運営事業を受託しており、指定期間内に安定的に事業を継
続できる財務状況にある。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

苦情・トラブル対応及び防止
苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

業務の執行過程において苦情・トラブルが発生しないよう事前の
回避に努めたが、発生した場合には、速やかで適正な対応と状
況に応じた最善の対策を講じ、後の報告と職員による状況の共
有をすることで、再発の防止に努めた。

B

地域等における連携・貢献
地域等における連携、貢献の重要性・責任について認
識があり、また、そのための具体的・効果的な方策が
あるか。

自治会や地域内で活動する各種団体との連携・協働による共催
事業開催や、祭事への積極的な参加なども行い、相互に情報交
換を行うことで、地域貢献に努めた。

B

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針、施設の性格、設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

ならまち格子の家の設置目的を理解し、市民やならまちを訪れる
観光客に広く開放し、観光施設としての機能を果たしている。ま
た、日常の点検や補修により、建物価値を損ねることのないよう
建物保全に努めている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として、施設を管理運営することに対する
熱意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

管理運営を行うにあたり、様々な研修を継続的に実施することに
より、スタッフ一人ひとりのスキルアップを図り、施設の設置目的
を達成するための体制を整えている。

B

総合評価

奈良市ならまち格子の家の管理に当たっての基本方針や事業計画、協定書などに基づき適正かつ効果的に行われている。世界最大の旅行口コ
ミサイト「トリップアドバイザー」で高い評価の口コミを得ている施設に認定する「2015年　エクセレンス認証」を受賞し、旅行者からの評価も高く、観
光案内雑誌やメディアなどの情報発信に努め、近年の奈良町への関心の高まりに応えている。ただ、毎年入館者数が減っており、周辺施設との差
別化や新規イベント等が必要である。

指定管理者に
対する指示・
指導事項

特にありません。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

特にありません。
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良町にぎわいの家 評価主体 観光経済部奈良町にぎわい課

指定管理者 奈良町にぎわいの家管理共同体 （公募） 指定の期間
平成27年4月18日から
令和2年3月31日まで （5年間）

設置目的
「奈良町」の三新屋と呼ばれる地区の中心的な建物であり、周辺景観の重要な要素となっている大型町家を奈良町生活環境施設整備事業として整備し、地域の住
民や学生と観光客が交流する奈良町観光の拠点として運営することで、奈良町への誘客を促進する。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認

利用者の
満足度調査等

来訪者が感想を書く「雑記帳」の設置
実地調査
実施日

令和2年3月31日

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

利用者満足
度

（％）目標 目標

令和元年度 16,639,000 89,306 300

平成30年度 16,560,000 93,006 302

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保の重要性・責任について
具体的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく
一部の市民を優遇していないか。

奈良町にぎわいの家条例に基づき、適正な管理運営を行った。 適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市情報公開条例及び奈良町にぎわいの家の管理に関する
基本協定書に基づき、情報公開請求があれば、広く情報を開示
する体制を整えている。

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

当施設が公共施設であることをスタッフが自覚し、個人情報取扱
規定を制定して法令遵守、個人情報の保護、人権の重要性を深
めている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

奈良町にぎわいの家の管理に関する基本協定の規定に基づく、
報告書の提出をもって、厳正に管理した。指定管理料を他の事業
とは分離の上、予算内で支出する中で最大限の成果を目指した
執行に努めた。

適

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

日常の開館時間内はスタッフが点検し、小規模なものはスタッフ
で修理を行った。専門的なことは、専門業者に再委託し定期点
検、法定点検を行い施設設備の保全を図った。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

災害時の緊急マニュアルを作成し、保安・警備等の安全管理に努めた。休日・夜間等
における保安・警備については、警備会社による機械警備委託を行い安全管理に努め
た。また、利用者の万一の事故等に備え、施設入場者損害保険に加入している。

適
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画
事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

奈良町にぎわいの家の管理に関する基本協定書に基づき、「奈
良町の町家暮らし」をテーマとした町家に伝わる「生活文化」を体
験する事業等を行った。また、施設の運営管理だけでなく、奈良
町界隈を中心とした観光案内に努めた。

B

自主事業実施計画
自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

自主事業として、落語会や講談会、コンサートを実施した。また、
わらべうたフェスタの会場として提供することで地域の活性化にも
努めた。

A

利用の促進、サービスの向上
の方策

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

地域住民等や施設を訪れる来館者の要望を聞き、運営に反映さ
せた。苦情等に対しては、誠意を持って対応し、万が一トラブルが
発生した場合は、再発防止のために原因究明を行うよう、スタッフ
に指導している。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

指定管理料の範囲内で事業を実施し、運営上必要な消耗品や備
品などは必要最小限の範囲に収めるなど、経費削減に努めてい
る。

B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を見たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営業務を実施するために、必要な業務体制を確保すると
ともに、労働基準法を遵守し、業務内容にあった適正な人数を配
置し勤務体制を整えた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

共同体を構成している３団体はいずれも奈良町において長く活動
されていて地域との関わりも深く、町家に関する知識も豊富にあ
り、町家を活かした展示や事業の実施や地域とも良好な関係を
築いている。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

指定管理料の範囲内で事業を実施しており、安定的に事業を継
続できる財務状況である。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

苦情・トラブル対応及び防止
苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

苦情・トラブルが発生しないよう、事前回避に努めている。万一発
生した場合には事務局員が責任者として速やかに適切な対応を
とっている。その顛末は文書化し、スタッフ全員が情報を共有でき
るようにしている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として、施設を管理運営することに対する
熱意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

管理運営を行うにあたり、様々な研修を継続的に実施することに
より、スタッフ一人ひとりのスキルアップを図り、施設の設置目的
を達成するための体制を整えている。

A

総合評価
奈良町にぎわいの家条例や協定書、事業計画などに基づき、施設の管理が適正かつ効果的に行われている。指定管理者の今までの実績やノウ
ハウが事業内容の充実に反映され多くの自主事業も行われ、来館者の満足度も上がっている。今後は、地域の活性化の為に更なる事業に期待
する。

指定管理者に
対する指示・
指導事項

地元の活性化にも繋がるようにコミュニケーションの強化を図るように指示した。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

特にありません。
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市奈良町南観光駐車場 評価主体 観光経済部奈良町にぎわい課

指定管理者 有限会社くるみの木 （非公募） 指定の期間
平成27年11月19日から
令和2年3月31日まで （5年間）

設置目的 奈良町の南の玄関口として、多くの観光客を誘致し、奈良町観光の活性化を図ることが目的。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報・日報）の確認

利用者の
満足度調査等

利用者との会話を通して意見聴取
実地調査
実施日

令和2年3月31日

主な指標
指定管理料※１

（円）
利用料金収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

利用者満足
度

（％）目標 目標

令和元年度 0 5,270,200 16,185 365

平成30年度 0 5,119,100 15,965 365

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項 平成２７年度は１１月１９日より開所した。

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保の重要性・責任について
具体的・効果的な方策が行われたか。正当な理由なく
一部の市民を優遇していないか。

奈良市観光自動車駐車場条例及び施行規則に基づき、適正な
管理運営を行った。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市情報公開条例及び奈良市奈良町南観光駐車場の管理に
関する基本協定書に基づき、情報公開請求があれば、広く情報
を開示する体制を整えている。

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

関係法令を遵守している。 適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

奈良市奈良町南観光駐車場の管理に関する基本協定の規定に
基づく、報告書の提出をもって、厳正に管理した。また、経理の実
施については、商法・会社法に基づき、適正に処理している。

適

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

機能保持、安全確保及び効率的な管理の観点から、その特性を
十分に把握したうえで、必要な保守点検を行い、適正な維持管理
に努めている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

事故・災害等の非常時に迅速に対応できる体制を整えているとと
もに、損害賠償保険に加入している。

適
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画
事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が適正に実施され、概ね計画どおり
の成果を挙げている。

B

自主事業実施計画
自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

奈良市奈良町南観光案内所にて、積極的な自主事業が行われ
成果を挙げている。

B

利用の促進、サービスの向上
の方策

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

苦情・トラブルについて、営業時間内は職員による対応、営業時
間外は再委託先の専門業者により、迅速に対応できるような体
制を確立している。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

運営上必要な消耗品や光熱水費などは必要最小限の範囲に収
めるなど、経費削減に努めている。

B

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を見たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営業務を実施するために、必要な業務体制を確保すると
ともに、労働基準法を遵守し、業務内容にあった適正な人数を配
置し勤務体制を整えた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

類似施設の管理経験が豊富な再委託先との連携により、効率的
かつ効果的な施設管理を実施した。

B

財務状況の健全性
指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

財務状況は安定しており、指定期間内に事業を安定的に実施で
きる。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

総合評価 施設の管理が適正かつ効果的に行われている。

指定管理者に
対する指示・
指導事項

特にありません。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

特にありません。
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

日常の開館・閉館時間には職員が点検し、異常があれば関係先
にすぐ連絡し対応している。専門的なものは、業者により定期点
検、法定点検を行い施設設備の保全を図った。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

危機管理マニュアルを作成し、日頃から様々な状況を想定した訓練を実施し利用者の
安全確保に努めた。職員は施設巡回を行い、利用者には声掛けするなど、秩序維持に
努めた。災害非常時の初動体制マニュアルを作成し日頃から近隣の所轄消防署と連
携をとっている。

適

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

適正かつ公正な職務の遂行と法令遵守の考え方を真に確立し、
不正は絶対許されないという確たる共通意識を持ち、組織とし
て、不正にしっかりと向き合う体制を整備し、公正な運営を図っ
た。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として適正な経理の執行が行われたか。
公益法人会計基準並びに奈良市総合財団会計処理規程に基づ
き適正処理した。

適

実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

奈良市勤労者総合福祉センター条例等関係法令を職員・利用者
が遵守。テニスコートや多目的ホールの利用については、抽選を
行い平等利用の確保に努めた。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市総合財団情報公開要綱、事務処理要領を定め、即時対応
できる体制を整えた。

平成30年度 41,314,026 7,833,700

区分 評価項目 評価の着眼点

変動の大きい指
標の変動理由

なし

特記事項

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

56,607 300 別紙②のとおり

利用者満足
度

（％）目標 目標

―

―

令和元年度 41,178,609 7,509,360 54,189 281 別紙②のとおり

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（３年間）

設置目的 勤労者をはじめ広く市民の文化の向上、福祉の増進及び余暇活用の充実を図ることを目的とする。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報）の確認（月１回）
・日常の業務報告（日報）の確認（週２回）
・来課時や電話による聞き取り（随時）

利用者の
満足度調査等

・窓口での意見・苦情聴取
・利用者アンケート調査(回答者数：５５１名）

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市勤労者総合福祉センター 評価主体 観光経済部　産業政策課

指定管理者 一般財団法人奈良市総合財団 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和3年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

施設の老朽化もあって、利用可能な設備にも制限が出てくる中でも、教室開催事業等を通じて、積極的に施設のＰＲを行い、稼働率を可能な限り
上げられるよう指導した。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

施設の老朽化により利用者の足が遠のいていること、またコロナウイルス感染症感染拡大防止のための閉館により利用者数は減少したが、リハーサル室の空調
や、トレーニング室内のトレーニング機器のベルト交換等、市が可能な範囲で修繕を行い、市民が快適に利用できるよう施設管理の改善を図った。
また、指定管理者が利用者に地道に施設のPRを行い、しみんだよりや共済ニュースで教室開催事業のPRを積極的に行った。稼働率については、施設内でも利用
者数が多い多目的ホールで平成２８年から平成３０年で８５％→９５％と、１０％の改善を達成した。トレーニング室については、コロナウイルス感染症による閉館な
どの影響があったにも関わらず、稼働率は９５％と昨年度と横ばいであったことから、需要の高さが伺える。今後も適切な運営・管理を行うことで高稼働率を維持す
ることができると見込まれる。
引き続き適正かつ効果的な管理運営を実施し、市民生活に寄与していく。

総合評価
奈良市勤労者総合福祉センターの管理にあたっては、基本方針や事業計画協定書などに基づいた適正な施設の管理運営を行ってきた。また、施
設のＰＲによる利用促進等に努めていることは評価できる。

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

奈良市総合財団は奈良市設置の文化施設等さまざまな施設の
管理運営事業を受託しており、指定期間内に安定的に事業を継
続できる財務状況である。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営事業実施のため必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法を遵
守し、奈良市総合財団職員就業規則に従い効率的で効果的な職員配置を行った。職
員の勤務体制は、施設の管理運営、共済事業に支障がないように配慮し、管理係と共
済係の職員が相互助け合い、利用者の要望に対処した。

B

類似事業の実績、ノウハウ
 類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

奈良市総合財団が管理する施設や他の類似施設、関係団体との情報交換や連絡を密
にし、ノウハウの蓄積に努め、効率的な管理運営に取り組んだ。また、全福センターの
会員となっており全福センターとの情報交換やノウハウの指導を得て施設の管理運営
に反映した。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

日頃から無駄を無くすようにし、全体の経費削減に努めた。また、
電気使用料は入札を行うとともに、デマンドによる監視を行い、省
エネに努めた。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

教室開催事業としてパソコン教室等を実施し、文化教養や技能の向上を図った。また、
健康・体力の維持増進を図るために、社交ダンス教室やヨガ教室等を計画・実施し、募
集人員を上回る応募があり成果を上げた。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

市民だより、共済ニュースで教室の案内をした。また、ホームページで施設のＰＲに努
め、施設の空き状況を確認できるようにしている。関係機関、団体等に幅広く協力を求
め利用促進を図った。苦情・トラブルについては、早期に問題を解決するように対応し、
トラブルにならないように努めた。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

施設の管理運営事業を実施し、勤労者の福祉の充実と勤労意欲
の向上に寄与した。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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公の施設内に複数の施設がある場合の各施設の名称及び施設稼働率の一覧表

令和元年度 平成30年度 令和○年度 平成○年度 令和○年度 平成○年度

1 多目的ホール 95% 95%

2 リハーサル室 32% 31%

3 会議室１ 33% 32%

4 会議室２ 39% 40%

5 会議室３ 9% 5%

6 研修室 32% 32%

7 和室 29% 32%

8 技能講習室 8% 9%

9 視聴覚室 7% 6%

10 実習室 23% 20%

11 テニスコート 70% 72%

12 トレーニング室 95% 97%

13 シャワー室 33% 41%

14

15

番号
施設名

（例）Aホール、Bホール
等

施設稼働率（%） （その他主な指標項目） （その他主な指標項目）

50勤労者総合福祉センター稼働率



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設備品、展示品の機能と環境を良好に維持するため、職員が
日頃から外観点検、機能点検を行い、専門的なものについては
再委託している。軽微な故障等については職員で対処するなど
仕様書の水準を維持した。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

職員が開閉館時に施設設備の状態をチェックしたあと、機械警備
に切り替え、展示備品等の安全に万全を期した。災害時対応マ
ニュアルを作成し、職員の対応を明確にし施設の保全及び被害
拡大防止を図るなど仕様書の水準を維持した。

適

適

法令遵守に対する考え方及び
方策

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

すべての職員が法令の遵守はもとより、社会の構成員として求め
られる価値観、倫理観に基づく誠実な行動に努めた。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公益法人会計基準並びに奈良市総合財団会計処理規程に基づ
き適正処理した。

適

実施内容 評価

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

なら工藝館条例、同施行規則に従い正しく運営し、平等利用の確
保に努めた。個展展示コーナーの利用については平等に行っ
た。

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

奈良市総合財団情報公開要綱、事務処理要綱を定め、積極的に
公開できる体制を整えた。

平成30年度 46,135,604 440,300

区分 評価項目 評価の着眼点

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項 施設稼働率の指標は貸し出している個展展示コーナーのみの稼働率を算出している。

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

47,198 293 27

利用者満足
度

（％）目標 目標

-

-

令和元年度 47,200,000 305,200 43,664 292 22

主な指標
指定管理料※１

（円）
使用料収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（５年間）

設置目的 長い歴史の中で研ぎ澄まされてきた奈良工芸の振興発展を図ることを目的とする。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・日常の業務報告（月報）の確認
・来課時や電話による聞き取り（随時）
・実地調査（随時）

利用者の
満足度調査等

-
実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 なら工藝館 評価主体 観光経済部　産業政策課

指定管理者 一般社団法人奈良市総合財団 （公募） 指定の期間
平成３０年４月１日から
令和５年３月３１日まで

51なら工藝館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

　なら工藝館の認知度をさらに高めるため、SNSや外国語での情報発信等を強化し、伝統工芸の魅力をさらに発信していくことを求めている。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

例年行っている工芸フェスティバルで設置されるお茶室に若手工芸作家の作品を展示することを通じて、若手作家の工芸品への興味を高めること
ができたことで、珠光茶会で実演の機会等に恵まれ、若手作家の意欲向上につながった。

総合評価
　奈良教育大学の講義と連携し、大学生に工芸作家の工房への訪問、工藝館展示の確認や自主学習を通じて、伝統工芸の魅力の伝え方を考え
てもらった。入館者数が最も多いイベントである工芸フェスティバルについては、大学生の研究発表の場を設けたり販売品を充実させたりするなど
の創意工夫を凝らしたことで、昨年度よりも工芸フェスティバル開催期間中の入館者数を増加させることができた。

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

奈良市総合財団は奈良市設置の文化施設等様々な管理運営事
業を受託しており、指定期間内に安定的に事業を継続できる財務
状況である。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

管理運営業務を実施するために、必要な業務体制を確保した。ま
た、労働基準法等関係法令を遵守し、階層別研修等を計画的に
実施することで、業務内容にあった適正な人数を配置し勤務体制
を整えた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
 類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

ならまち等で他の施設の管理運営事業を行っており、地域と連帯
した管理運営に反映された。従来より蓄積した工芸作家との関係
を活用し、工芸作家と連携して事業を実施した。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

職員全員が節減意識を持ち、無駄をなくすように取り組んだ。 B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

工芸教室、デザイン教室のほか、販売コーナーで干支展、五月人
形特別展等を実施した。さらに企画展等を実施し、多数の参加者
を得た。

A

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

ホームページの充実とともに、燈花会に合わせて体験教室を開く
など、工芸の紹介と普及を図った。苦情等については正確な内容
把握に努め、迅速な解決のため職員間のコミュニケーションをと
り、適切な対応に努めた。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

伝統文化の継承を図るため、奈良工芸の振興を図る事業を実施
し、工芸作家と連帯し工芸教室の充実及び後継者の育成に努め
た。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

51なら工藝館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

機能保持、安全確保及び効果的な管理の観点から、その特性を
十分に把握した上で必要な保守点検が行われている。また、管
制機器の保守回数を従前の年３回から４回に増やし保全に努め
た。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準通りに行われたか。

利用者の安全対策・非常時の対応等についてマニュアルを作成
し、その内容により従事者に指導し訓練を行っている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として適正な経理の執行が行われたか。
経理の実施について商法・会社法に基づき適正に処理されてい
る。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

指定管理者の候補者の選定について、奈良市指定管理者選委
員会における審査結果等を公開している。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

個人情報保護等、コンプライアンスマニュアルを全社員に配布し
ている。また情報管理・保護等にかんしては別途、規程やマニュ
アルを定めている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

公の施設を管理するという意識をもって、奈良市営駐車場条例及
び施行規則に基づき、公正・公平かつ適正に運営されている。

- - -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

366 - - -

平成30年度 70,143,000 93,975,700/    使用料 - 153,976 365

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和１年度 — 85,476,497/利用料金 189,800 152,767

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（台） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（５年間）

設置目的
〇JR奈良駅第１駐車場・JR奈良駅第２駐車場　―　　交通渋滞の要因となる路上駐車の解消によって道路交通の円滑化を図るとともに、市民の利便に供するた
め。

モニタリング
の主な手法

・ 事業報告書の確認（年1回）
・ 日常の業務報告（月報・日報）の確認
・ 実地調査（臨時）

利用者の
満足度調査等

利用者等に対するアンケートの実施
実地調査
実施日

２０２０．２．１８
～

２０２０．２．２５

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 ＪＲ奈良駅第１駐車場・ＪＲ奈良駅第２駐車場 評価主体 　建設部　　土木管理課

指定管理者 日本パーキング株式会社 （公募） 指定の期間
平成３１年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

52ＪＲ奈良駅第１駐車場・ＪＲ奈良駅第２駐車場



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

利用料金収入を増加させる方策を更に提案するように指示した。

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

令和元年度が指定管理者として一年目であったため、前年度の指示・指摘事項なし

総合評価
本施設及び類似施設の管理経験を生かし、経費の削減に取り組みながら施設管理を実施したが、事業計画で提案した内容の一部が実施できな
かった。

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

長期にわたる安定的な経済状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の順守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

労働三法を遵守しつつ、統括責任者、常駐担当者と効果的な職
員配置、勤務体制を実施した。また、指定管理の開始前にバリア
フリーや接遇研修、４月以降は、経験豊富なスタッフを一定期間
常駐させ、現場において対応教育を実施し、知識及び能力を向
上させた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務、その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

本駐車場を含む類似施設の管理経験が豊富で、それらの経験を
生かし安定した管理運営が行われている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 C

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

計画どおりに実施されたものもあれば、実施されなかったものも
あった。

C

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

新聞広告、ポケットティッシュの配布、看板設置等により利用の促
進を図った。また、苦情・トラブルについて、すぐに対応可能なも
のは迅速に対応し、判断を要することは速やかに市に報告し対
応を協議している。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

事業実施計画に基づき実施されたものもあれば、実施されなかっ
たものもあった。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

52ＪＲ奈良駅第１駐車場・ＪＲ奈良駅第２駐車場



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理の重要性・責任について認識があり、また、
そのための方策が業務仕様書に定める水準を満た
し、具体的・効果的であるか。

施設内外の巡回及び点検を徹底し、軽微修繕ついては職員が行
うことで、大きな修繕に至らないように努めている。また、設備・備
品等の保全に万全を期しており、業務仕様書に定める水準のと
おり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

各施設において、夜間機械警備を行っている。災害については、
奈良市危機管理マニュアル及び災害時初動マニュアルに準じた
対応に加え、市の避難所担当と円滑に連携がとれるようにしてい
る。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行の重要性・責任に
ついて認識があり、また、適正に行われたか。

ハード面のIT化を推進してデータ処理能力を上げることで、作業
の効率化を図っている。
また、経理処理の一括化により、不正並びに不透明な処理を防
止している。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開の重要性・責任について認識
があり、具体的・効果的な方策が行われたか。

情報公開については、情報公開・発信を適切に行って説明責任
を果たし、事業活動についても透明性及び広報力の強化を意識
して情報の積極的な公開や発信をしている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

パソコンで取り扱う個人情報については、各施設において管理と
保護を行っている。また、取扱いマニュアルを作成し、慎重な取扱
いをしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

利用者に対して従来及び新規を問わず、平等に生涯学習の機会
を提供している。

- 別紙のとおり 別紙のとおり

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

286 - 別紙のとおり 別紙のとおり

平成30年度 590,166,360 30,454,000 - 557,845 289

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 603,400,000 27,261,370 - 538,540

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（5年間）

設置目的
地域内住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化
の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

モニタリング
の主な手法

・ 事業報告書の確認（年1回）
・ 日常の業務報告（月報）の確認
・各種会議（事務担当者会議・館長会議
等）

利用者の
満足度調査等

・ 受講者アンケート
　（各事業終了時に実施、回答者数10,110人）
・ 利用者代表（各公民館自主グループ連絡協議
・ ご意見箱による利用者意見の聴収

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名

生涯学習センター、中部公民館、西部公民館、南部公民館、三笠公
民館、田原公民館、富雄公民館、柳生公民館、若草公民館、登美ヶ
丘公民館、興東公民館、春日公民館、二名公民館、京西公民館、平
城西公民館、伏見公民館、富雄南公民館、平城公民館、飛鳥公民
館、都跡公民館、登美ヶ丘南公民館、平城東公民館、月ヶ瀬公民
館、都祁公民館

評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 公益財団法人　奈良市生涯学習財団 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
平成35年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

総合評価

・公益財団法人奈良市生涯学習財団は、地域の生涯学習の拠点として公民館をより市民に利用しやすい施設とするために、各種社会教育関係
事業を行い、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する事業を展開することができている。
・専門知識のある職員が、市民に質の高い安定したサービスを提供することにより、市民の多様化するニーズに応えることができている。
・アンケートの回答及び満足度等からも適正に管理運営されていると判断できる。

各施設の地元自治会との連携強化を図っている。また、NPO団
体、校区の育友会、PTAなどとも連携を図り、お互いの得意分野
に意見を出し合いながら運営をしている。

B

人権・地域・福祉・教育・環境
への貢献に対する考え方及び
方策

人権・地域・福祉・教育・環境に対する団体の社会的
責任について認識があり、またそのための具体的・効
果的な方策があるか。

人権・地域・福祉・教育・環境に対して正しく理解し、現状や課題
などへの認識を深め、各分野における講座を実施し、市民への
啓発に努めている。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

事業計画に沿った事業を展開しているため、安定的に事業を継
続できる財務状況であり、団体の財務状況の悪化により施設の
管理運営が困難になる恐れはない。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

研修等により職員の特技や専門性を活かした管理運営及び事業
展開を行っている。また、積極的に地域に関わり、地域の伝統文
化・歴史等の事業や地域課題解決のための事業など、地域に根
ざした事業を展開している。

B

地域等における連携、貢献に
対する考え方及び方策

地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

組織図を作成し、指揮系統が明確にされている。また、雇用に関
する法律を遵守している。さらに、ブロック別研修や、休館期間中
の全体研修等により、一人ひとりの職員のスキルアップと共通理
解が図れている。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

全国公民館優良表彰受賞などの実績をもとに、他府県・他地域で
の講演活動など全国的な生涯学習活動の促進に貢献してきた経
験を効果的に反映させた事業を展開している。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額

施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。また、経費
の縮減が図られているか。

施設の維持管理費も入札等の執行により適正に予算が執行さ
れ、幅広く効果的な予算配分が行うことができている。また、単価
契約や大量一括購入や入札による新電力へ一部切り替え、館の
LED化など、経費の削減を図っている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

生涯学習支援活動と公民館の活性化を図るため、教養・文化・国
際交流に関する事業等５分類にわたり事業を実施し、新規利用
者の開拓に努めている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。苦情・トラブルの適切な対
応・防止について、具体的・効果的な方策が行われた
か。

地域住民と連携した運営を進め、地域リーダー、NPO、自治会な
どと連携をとりながら利用促進を行っている。また、苦情やトラブ
ル発生時には、速やかに経緯、問題点、改善策の報告が行われ
ている。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

事業実施計画に基づく事業の実施にとどまらず、常に内容の見
直し・改善に努めている。また、窓口での相談や貸館業務、主催
講座の開催、関係団体への支援などを幅広く実施し、市民の自
主的な学習活動の推進を行っている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

53公民館



同一の指定管理者が一括して管理運営する公の施設の名称及び評価指標の実績一覧表

令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度

1 生涯学習センター 28.7% 31.6% 96.4% 96.6%

2 中部公民館 50.2% 51.9% 95.0% 95.6%

3 西部公民館 60.8% 67.2% 95.8% 96.5%

4 南部公民館 18.4% 24.3% 97.4% 96.5%

5 三笠公民館 43.3% 46.9% 98.0% 99.7%

6 田原公民館 16.4% 13.3% 97.5% 96.7%

7 富雄公民館 33.3% 73.3% 97.3% 97.2%

8 柳生公民館 5.1% 5.9% 95.3% 97.0%

9 若草公民館 21.0% 24.8% 97.1% 98.3%

10 登美ケ丘公民館 50.9% 51.8% 97.1% 97.1%

11 興東公民館 5.0% 4.0% 99.8% 98.6%

12 春日公民館 27.7% 31.0% 95.0% 99.1%

13 二名公民館 17.5% 37.3% 98.8% 98.8%

14 京西公民館 34.4% 39.3% 95.1% 96.7%

15 平城西公民館 25.5% 28.1% 97.6% 97.7%

16 伏見公民館 23.1% 22.2% 95.7% 97.4%

17 富雄南公民館 33.4% 59.7% 97.8% 98.7%

18 平城公民館 21.8% 28.2% 98.9% 97.0%

19 飛鳥公民館 28.2% 30.0% 95.4% 96.6%

20 都跡公民館 37.3% 38.5% 98.0% 95.4%

21 登美ケ丘南公民館 23.0% 25.2% 98.9% 97.3%

22 平城東公民館 29.3% 33.9% 95.3% 97.6%

23 月ヶ瀬公民館 17.2% 17.2% 95.3% 100.0%

24 都祁公民館 5.1% 5.5% 98.3% 96.3%

番号 施設名

施設稼働率（%） 利用者満足度（%）
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- - -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

4,798 - 別紙 -

平成30年度 6,022,000 - - 173,842 5,239

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 5,614,000 - - 147,882

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名

学園大和分館　精華分館　東九条分館　明治分館　横田分館　水間
分館　杣ノ川分館　元町分館　興ヶ原分館　邑地分館　丹生分館　北
野山分館　佐保分館　狭川分館　大平尾分館　西木辻分館　大安寺
分館　済美南分館　二名分館　西登美ヶ丘分館　平松分館　あやめ
池分館　歌姫分館　白毫寺分館　佐紀分館

評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 自治連合会など （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。ま
た、伝統工芸等地域文化を継承するとともに、子どもたちの新た
な学びの機会となった。

B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

地域によって異なるが、祭りやストレッチ体操の実技発表やふれ
あい市の開催などが行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54公民館分館



件数 部屋数 開館日数 年間
日数 分　　　館　　　名 合　　　計
館の

稼働率

883 5 273 365 西部公民館学園大和分館 12,293 74.8%

474 6 214 365 南部公民館精華分館 5,272 58.6%

139 1 117 365 南部公民館東九条分館 2,675 32.1%

485 4 300 365 南部公民館明治分館 7,252 82.2%

33 2 33 365 田原公民館横田分館 227 9.0%

159 2 159 365 田原公民館水間分館 1,396 43.6%

16 2 16 365 田原公民館杣ノ川分館 169 4.4%

1,035 3 344 365 富雄公民館元町分館 10,367 94.2%

82 2 82 365 柳生公民館興ヶ原分館 943 22.5%

68 2 67 365 柳生公民館邑地分館 1,082 18.4%

131 2 120 365 柳生公民館丹生分館 2,656 32.9%

24 1 24 365 柳生公民館北野山分館 187 6.6%

835 4 301 365 若草公民館佐保分館 9,514 82.5%

114 5 107 365 興東公民館狭川分館 1,909 29.3%

92 3 89 365 興東公民館大平尾分館 377 24.4%

512 5 240 365 春日公民館西木辻分館 13,136 65.8%

320 4 295 365 春日公民館大安寺分館 3,498 80.8%

450 2 201 365 春日公民館済美南分館 3,919 55.1%

253 2 210 365 ニ名公民館ニ名分館 4,594 57.5%

969 5 331 365 ニ名公民館西登美ヶ丘分館 13,117 90.7%

1,028 5 249 365 京西公民館平松分館 11,632 68.2%

2,331 9 323 365 伏見公民館あやめ池分館 31,313 88.5%

198 3 198 365 平城公民館歌姫分館 1,618 54.2%

593 3 299 365 飛鳥公民館白毫寺分館 5,605 81.9%

242 1 206 365 都跡公民館佐紀分館 3,131 56.4%

館の
稼働率：　

令和元年度　実　績　報　告　（利用人員）

開館日数/年間日数
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 82.2 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

273 - 74.8 -

平成30年度 310,000 - - 9,023 300

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 310,000 - - 12,293

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 西部公民館学園大和分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 学園三碓地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

子どもフェスティバルや人形劇の練習及び発表会が行われてい
る。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 68.5 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

214 - 58.6 -

平成30年度 232,000 - - 3,994 250

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 5,272

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 南部公民館精華分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 高樋町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

夏祭りや高樋町文化祭が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54南部公民館精華分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 32.3 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

117 - 32.1 -

平成30年度 310,000 - - 2,707 118

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 310,000 - - 2,675

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 南部公民館東九条分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 東九条自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

秋祭りや子ども会などが行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 78.4 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

300 - 82.2 -

平成30年度 232,000 - - 7,326 286

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 7,252

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 南部公民館明治分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 明治地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

女性防災クラブと共催の防災講座やストレッチ体操の実技発表な
どが行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 11.8 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

33 - 9.0 -

平成30年度 204,000 - - 270 43

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 227

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 田原公民館横田分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 田原地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。ま
た、伝統工芸等地域文化を継承するとともに、子どもたちの新た
な学びの機会となった。

B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

伝統工芸体験教室、親子アウトドア講座や分館まつりが行われ
ている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 36.2 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

159 - 43.6 -

平成30年度 204,000 - - 1,360 132

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 1,396

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 田原公民館水間分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 水間町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

すぎの子かい（踊り教室）やカラオケ教室が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 4.7 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

16 - 4.4 -

平成30年度 184,000 - - 193 17

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 169

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 田原公民館杣ノ川分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 杣ノ川自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

老人会や健康講習などが行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 94.0 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

344 - 94.2 -

平成30年度 232,000 - - 11,839 343

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 10,367

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 富雄公民館元町分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 富雄公民館元町分館管理協議会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

各種団体のふれあい秋まつりの実施や古文書による奈良の歴史
の勉強やふれあいサロンが行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 24.7 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

82 - 22.5 -

平成30年度 184,000 - - 981 90

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 943

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 柳生公民館興ヶ原分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 興ヶ原町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

ふれあいマラソン大会や伝統芸能の集いが行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 18.5 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

67 - 18.4 -

平成30年度 184,000 - - 975 68

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 1,082

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 柳生公民館邑地分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 邑地町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

野菜つくり講座や舞踊が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 31.5 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

120 - 32.9 -

平成30年度 184,000 - - 2,645 115

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 2,656

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 柳生公民館丹生分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 丹生町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

夏祭りや秋祭りが行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 7.1 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

24 - 6.6 -

平成30年度 184,000 - - 193 26

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 187

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 柳生公民館北野山分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 北野山町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

歌謡教室や料理教室が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 80.3 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

301 - 82.5 -

平成30年度 310,000 - - 10,319 293

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 310,000 - - 9,514

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 若草公民館佐保分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 若草公民館佐保分館運営委員会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

人権学習や分館利用者による館内大掃除が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 28.5 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

107 - 29.3 -

平成30年度 204,000 - - 1,694 104

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 1,909

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 興東公民館狭川分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 狭川地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

陶芸教室やいきいき会が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 24.9 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

89 - 24.4 -

平成30年度 184,000 - - 415 91

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 184,000 - - 377

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 興東公民館大平尾分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 大平尾町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

健康体操教室やカラオケ教室が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54興東公民館大平尾分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 74.0 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

240 - 65.8 -

平成30年度 190,000 - - 18,515 270

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 190,000 - - 13,136

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 春日公民館西木辻分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 八軒町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

各種団体と協力し、ふれあいサロンを開催。また武道場では剣道
や空手が行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54春日公民館西木辻分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 77.0 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

295 - 80.8 -

平成30年度 204,000 - - 4,286 281

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 3,498

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 春日公民館大安寺分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 大安寺地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで

54春日公民館大安寺分館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

子どもたちの健全育成を図るために情報交換が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54春日公民館大安寺分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 55.3 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

201 - 55.1 -

平成30年度 204,000 - - 4,956 202

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 3,919

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 春日公民館済美南分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 済美南地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで

54春日公民館済美南分館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

ふれあいサロンや健康体操が行われている。 B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54春日公民館済美南分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 62.7 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

210 - 57.5 -

平成30年度 232,000 - - 5,344 229

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 4,594

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 二名公民館二名分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 二名地区自治協議会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

分館利用者による大掃除・防災訓練・人権啓発運動が行われて
いる。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 95.1 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

331 - 90.7 -

平成30年度 232,000 - - 13,492 347

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 13,117

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 二名公民館西登美ヶ丘分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 二名公民館西登美ヶ丘分館運営協議委員会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで

54二名公民館西登美ヶ丘分館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

お琴演奏会や水彩会展が行われている。また、万年青年クラブ
等の地域団体と連携し、介護予防講座など、地域課題の解決に
つながる事業を展開している。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54二名公民館西登美ヶ丘分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 70.7 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

249 - 68.2 -

平成30年度 232,000 - - 13,617 258

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 11,632

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 京西公民館平松分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 平松一丁目自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで

54京西公民館平松分館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

自主防災防犯協会と連携を図り、地域で地域を守る取組をしてい
る。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54京西公民館平松分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 72.1 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

323 - 88.5 -

平成30年度 310,000 - - 33,713 263

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 310,000 - - 31,313

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 伏見公民館あやめ池分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 あやめ池地区自治連合会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで

54伏見公民館あやめ池分館



（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

読書に親しむ子ども文庫やあやめ池文化祭において作品展、学
修発表会及び定期演奏会が行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目

54伏見公民館あやめ池分館



１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 41.9 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

198 - 54.2 -

平成30年度 232,000 - - 1,430 153

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 1,618

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 平城公民館歌姫分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 歌姫町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

自警団による出初式や自主グループ活動の農業研究会、サロン
活動、カラオケ同好会などが行われている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 84.4 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

299 - 81.9 -

平成30年度 232,000 - - 5,629 308

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 232,000 - - 5,605

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 飛鳥公民館白毫寺分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 白毫寺町連合自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

自主事業を通じて、地域住民のふれあい、交流が図られた。 B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

地域介護予防講座や「秋の歩く会」でハイキングが行われてい
る。また年２回、敷地内の草刈りを自主グループで行っている。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設の維持管理等については、施錠等に注意を払い、設備・備
品等の保全に万全を期すなど管理施設の清潔・整理・整頓に努
めており、業務仕様書に定める水準のとおり行われている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

特に施設の施錠等に注意を払う等しており、異常があれば市へ
報告し、市と連携を取りながら対応するようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性
公の業務として適正な経理の執行が適正に行われた
か。

公の業務として認識して、管理業務運営を行っており、経理の執
行については、適正に行っている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

個人情報の保護の重要性・責任について認識があり、
具体的・効果的な方策が行われたか。

事務室を施錠し、個人情報が記載されている書類等については、
利用者の目に触れる所には置かない、外に持ち出さない等、そ
の取扱いは慎重に行っている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

施設の管理に際して、社会教育法に準じた運用を行い、その説
明責任等を果たしている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

地域に根ざした分館施設を管理し、広く市民の感覚にあった管理
業務を行っており、一部の市民を優遇していることはない。

- 38.6 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

206 - 56.4 -

平成30年度 204,000 - - 2,952 141

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 204,000 - - 3,131

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（2年間）

設置目的 地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため、学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
利用者の

満足度調査等
-

実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 都跡公民館佐紀分館 評価主体 教育部　地域教育課

指定管理者 佐紀中町自治会 （非公募） 指定の期間
平成30年4月1日から
令和2年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

地域等における連携、貢献
地域等における連携、貢献について、具体的・効果的
な方策が行われたか。

子どもから高齢者まで幅広く地域住民がふれあい、交流が図られ
た。

B

総合評価
当該指定管理者は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であるため、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理
運営を行っており、「地域コミュニティの再生」のための大きな役割を果たしている。

地域住民の生涯学習の場としての利用に留まらず、コミュニティ
活動の拠点施設として活用していき、地域の振興や活性化を図っ
ている。

B

苦情・トラブルの対応・防止に
対する方策

苦情・トラブルの適切な対応・防止について、具体的・
効果的な方策が行われたか。

利用者の苦情や不満は、利用者とコミュニケーションをとる良い
機会ととらえて、苦情や不満を集約などして改善等に結び付けて
いる。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、現在まで支
障なく管理業務の継続を行っていることもあり、地域住民が気軽
に利用できる施設として管理運営を行っている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

分館管理に係る組織図を作成し、指揮系統を明確にしている。 B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の業務
の実績・ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

過去から地元地域による管理運営がなされているため、業務の
実績・ノウハウは効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
収支予算書における経費・収入の見込みが適正・合
理的であったか。
予算の効果的な配分が行われたか。

分館の管理運営について、適正に予算執行され、幅広く効果的
な予算配分が行うことができている。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

歴史講演会、夏祭り、高齢者のコミュ二ティの場などの活動拠点
である。

B

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

多くの方に利用していただけるよう地域住民に広報している。 B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

基本的に事業実施計画のとおり実施されており、地域に広く活用
を図れている。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

施設を利用する青少年・市民に対し、清潔・安全・安心で質の高
い施設を提供することを念頭に置き、常時管理スタッフが巡回・
チェックし、随時補修・整備を行っている。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

施設には管理スタッフを置き、利用者並びに場内の安全確保に
努めている。また、非常時に備えて、ＡＥＤを設置している。急な
天候の変化については防災小屋へ避難できる体制をとっている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として適正な経理の執行が行われたか。
指定管理料の執行にあたり、公明正大を旨として執行し、市から
の要請があればいつでも執行状況を公開できるようにしている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

運営における方針、事業計画、実施状況及び予算執行状況は必
要に応じて公開できるようにしている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

法律条例について遵守し、これに基づいた管理運営を行ってい
る。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。正当な理由なく一部の市民を
優遇していないか。

常に公平・平等な取り扱いを基本方針として、条例に定められる
使用方法に基づき利用を認めている。

68 -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

110 91 -

平成30年度 3,170,000 - - 3,600 107

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 3,219,000 - - 3,991

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（5年間）

設置目的 自然環境の中での野外活動、レクリエーション等を通じて青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。

モニタリング
の主な手法

・事業報告書の確認（年１回）
・月次報告書の確認（月１回）

利用者の
満足度調査等

・使用者アンケート（使用ごとに記入）
実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市黒髪山キャンプフィールド 評価主体 教育部地域教育課

指定管理者 奈良市黒髪山キャンプフィールド運営協議会 （公募） 指定の期間
平成３０年４月１日から
平成３５年３月３１日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

総合評価

管理運営を行うにあたり、「利用者満足」を第一に考え、施設の安全対策や施設の保全、また管理スタッフの教育や配置についても前記の理念を
持って行われており、自然環境の中での野外活動、レクリエーション等を通じて青少年の心身の健全な育成を図るという設置目的がよく達成され
ており、利用者からの評価も高い。また、指定管理料においても適正に執行されている。今後は広報等を通じて施設の認知度を上げ、利用促進・
拡大を図っていくことが求められる。

管理運営を行うにあたり、「利用者満足」を第一に考え、施設の安
全対策や施設の保全、また管理スタッフの教育や配置においても
前記の理念を持って行われている。

A

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

安定的に事業を継続できる財務状況である。 B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

施設の設置目的に関する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確に把握し、
指定管理者となる意義や責任を認識しているか。

自然環境の中での野外活動、レクリエーション等を通じて青少年
の心身の健全な育成を図るという設置目的がよく達成されてい
る。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準（労働関係法規の遵守を含
む。）を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制（指揮
系統、責任権限含む。）であったか。

協議会内には組織並びに指揮系統が確立されており、場長を代
表とした管理スタッフについても、ボーイスカウト内で様々な経験
を積んだ指導者が充てられている。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他維持事業の業務
の実績、ノウハウが施設管理に効果的に反映をされて
いたか。

管理スタッフをボーイスカウトの指導者及びＯＢで構成しており、
普段のボーイスカウト活動の経験やノウハウが大いに生かされて
いる。

A

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額 経費の縮減が図られているか。
必要最小限のスタッフ数で管理するとともに、施設の修繕につい
ても、スタッフの技能等による工夫で対応し、経費削減に取り組
んでいる。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

本施設で実施している市主催の自然体験学習事業「くろかみやま
自然塾」についても協働の観点から積極的に協力し、青少年が
事業を通じて家庭や学校ではできない体験を通して生きる力を育
んでいる。※参加実績346人（令和元年度）

A

利用の促進・サービスの向上について、具体的・効果
的な方策が行われたか。

しみんだよりや、市のホームページにて情報発信を行っている。
利用者満足を第一として、利用した市民等が来て良かったと思え
る施設・設備の充実、また親切・丁寧な人的対応を行うことによっ
て、認知拡大とリピート利用の拡充を図っている。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画ど
おりの成果があったか。

安全・安心できる施設をもって、青少年の健全な育成と市民のレ
クリエーション活動を支援している。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、設備の保守・点検その他施設の
維持管理について、業務仕様書に定める水準どおり
に行われたか。

コストパフォーマンスを意識しながら、適性な施設整備・維持管理
が行われている。また、理事会・総会での確認を行い、管理運営
の適正性を判断している。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、業務仕様書に定める
水準どおりに行われたか。

定期的に見回りを行い、現状を把握し、必要があれば修理作業を
行っている。また、害虫発生に至るまで危険箇所について情報共
有を行い、利用者への注意喚起を行っている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として、適正な経理の執行が行われたか。
月次決算を行い、支出科目ごとに適正性・効率を見直している。
また、運営方法の見直し、エネルギー効率化により、経費の縮減
が図れている。

適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

市民に対する情報公開について、具体的・効果的な方
策が行われたか。

独自のＨＰは情報提供の更新頻度が高く、また法人としても収
支・活動報告など、積極的な情報公開に努めている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

得られた個人情報について、利用申請書から撮影画像に渡るま
で細かく分類し、取扱い方法をそれぞれに定めることで、適正な
管理に努めている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

市民による平等利用の確保について、具体的・効果的
な方策が行われたか。
正当な理由なく、一部の市民を優遇していないか。

特定の利用者による独占利用が生じないよう、申込日優先で受
付事務を行っている。また、申請受付の方法を窓口・郵送・FAX・
E-Mailのすべての方法で対応し、利用者の利便性を高めている。

- - -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

294 - - -

平成30年度 24,000,000 2,883,770 - 8,288 311

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 24,000,000 2,507,090 - 6,890

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（5年間）

設置目的 自然環境の中での野外活動、体育・スポーツ及びレクリエーション等を通じて青少年の心身の健全な育成を図るため、青少年野外活動センターを設置する。

モニタリング
の主な手法

●事業報告の確認（年１回）
●日常の業務報告（月報）の確認
●管理業務に関するヒアリング（年１
回）

利用者の
満足度調査等

-
実地調査
実施日

-

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 奈良市青少年野外活動センター 評価主体 教育部地域教育課

指定管理者
特定非営利活動法人
奈良地域の学び推進機構

（公募） 指定の期間
平成31年4月 1日から
令和 6年3月31日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

平成31年度から本格的にアンケート調査が実施できるように体制を整えた。また、日頃から施設運営に係る費用の縮減に努めるなど、指定管理
料内での運営への努力が見られる。継続して指導していきたい。

アンケート調査の実施
アンケートを実施しているか。また実施結果を把握して
いるか。

平成31年度から本格的にアンケート調査が実施できるよう、体制
を整えた。利用者からは満足度の高い評価を得ている。

B

総合評価
近隣地域との協働が図られ、自主事業のプログラムも充実しており、施設を生かしたプログラムの企画力には目をみはるものがある。今後は、更
なる利用者の増加を目指し、利用者増加に対応できるよう、コストマネジメントを徹底するとともに、継続的に新たな自主事業等を開発し、財源確保
の方策を検討していく必要がある。そして、そのためには人員の配置や体制を整えることも必要である。

施設所管課だけでなく、関連する部署と協働してプログラムを実
施するなど、施設の設置目的を理解した運営が出来ている。

B

要望・苦情への対応
利用者が要望・苦情を述べやすい環境づくりができて
いるか

アンケート用紙を配置し、要望等については、内容を精査し迅速
な対応をしている。また、連絡表やミーティングなどで情報共有
し、重要なものについては、理事会に報告をしている。

B

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状態の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

利用者の増加に伴い、提案管理料と運営のバランスをとることが
困難な状況にあるが、経費縮減を徹底し、安定した施設運営を
行っている。また、団体の財務状況の悪化により施設の管理運営
が困難になる恐れはない。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

公的施設の管理に対する考
え方

施設を管理運営する上で、特に重視しているコンセン
サスがあるか。

青少年の健全な育成のため、また地域資源の活性化と保全のた
め、近隣地域と協力した効果的な施設運営が行っている。

B

行政との連携
これまで指定管理者あるいは委託事業の受託者とし
て、行政と円滑に連携できた実績はあるか。市の方針
に対する理解は十分か。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

業務仕様書に定める水準(労働関係法規の遵守を含
む)を満たし、効果的な職員の配置・勤務体制(指揮系
統・責任権限含む)であったか。

施設の管理運営に支障はないものの、十分な人員配置とは言い
難い。今後はワークライフバランスを意識した人員配置に努めて
欲しい。

C

類似事業の実績、ノウハウ
業務遂行のために必要な職員の確保・育成のため
に、職員の採用及び研修・指導に関する具体的・効果
的な方策が行われたか。

類似施設との研修会等への参加など、類似施設や事業の情報交
換にも積極的である。また、ピザ窯の設置など、得られたノウハウ
を具体的に活用している。

A

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
出来ているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

経費縮減を徹底しているが、利用者増に伴い提案管理料と運営
のバランスをとることが困難な状況にある。今後も指定管理料内
での施設の効率運営を継続し、新たな自主事業等による財源確
保を検討する必要がある。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 B

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

青少年対象の自然体験活動や幼児・家族連れ対象の事業を実
施している。また、実施したプログラムはリピーターも多く、計画以
上の成果が出ている。

A

利用の促進・サービスの向上、苦情・トラブルの適切な
対応・防止について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

しみんだより・独自HPを利用した情報発信をし、利用者の希望に
細かく対応することで、リピーターを多数得ている。また、要望・苦
情についての連絡体制が整備され、対応は迅速である。

B

自主事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計
画どおりの成果があったか。

事業実施計画どおりに事業が実施されたか。計画通り
の成果があったか。

利用状況、決算状況等を月別に精査し、即座に検討・改善してい
る。しかし、利用者増に伴い管理コストを圧迫しているため、利用
に応じたコストバランスについて検討が必要である。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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１．施設概要

２．モニタリングの主な手法

３．モニタリングの主な指標

※１ 指定管理料とは、市が施設の管理・運営に係る費用として指定管理者へ支払う委託料のこと。

※２ 使用料とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者の収入ではなく市の歳入となる公金。

利用料金とは、公の施設の利用に伴い徴収する料金であり、指定管理者が施設を管理・運営していくための収入として収受させることができる。

※３ 施設稼働率の算定方法　：　稼働時間/貸し出し可能時間

４．項目別評価
（１）適否評価項目

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

施設の維持管理に対する考
え方及び方策

施設・備品等の保全、施設の保守・点検その他施設の
維持管理が適切に行われたか。

定期的に施設・備品の点検・清掃等が行われており、適切に維持
管理が行われた。

適

施設の安全対策、非常時の
対応に対する考え方及び方策

施設の保安・警備その他の施設の安全対策、事故・災
害等の非常時の対応について、適切に行われたか。

自治会長、自治会役員により、定期的に毀損の有無や施錠など
施設の安全確認が行われた。また事故や災害の際の連絡体制も
管理者内で確認されており、適切に対応できるようにしている。

適

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

経理の適正性 公の業務として適正な経理の執行が行われたか。 収支計画に沿って適正に予算が執行された。 適

市民による公
の施設の平等
利用を確保で
きるものであ
ること

市民による平等利用に対する
考え方及び方策

適

情報公開に対する考え方及び
方策

上深川町住民及び市民による情報公開について、具
体的・効果的な方策が行われたか。

自治会集会等の機会を通して、資料館の利用計画や利用状況に
ついて住民に説明、意見交換が行われた。また見学の要望や問
い合わせにも問題なく対応できている。

適

法令遵守について、具体的・効果的な方策が行われ
たか。

個人情報が記載されている書類等は保管場所を定め、利用者の
目に触れる所には置かない等、対応できている。

適
法令遵守に対する考え方及び
方策

【評価基準】 適：指定管理者としてふさわしい状態、否：指定管理者としてふさわしくない状態

区分 評価項目 評価の着眼点 実施内容 評価

上深川町住民及び市民による利用が、問題なく行わ
れたか。正当な理由なく一部の住民を優遇していない
か。

主な利用者である地域住民からの要望も聞きながら、住民の民
俗芸能伝承のための事業等が計画され、施設の利用が問題なく
行われた。また利用に関するトラブルもない。

- - -

変動の大きい指
標の変動理由

特記事項

55 - - -

平成30年度 205,715 - - 1,006 50

利用者満足
度

（％）目標 実績 目標 実績

令和元年度 207,631 - - 1,070

主な指標
指定管理料※１

（円）
(使用料/利用料金)収入※２

（円）

利用者数
（人） 開館日数

（日）

施設稼働率
（％）

（５年間）

設置目的 地域の文化財を保存し、その活用を図る。特に地域の無形民俗文化財の伝承に関する事業を行う。

モニタリング
の主な手法

事業報告書の確認
実地調査（年２回　10月　3月）

利用者の
満足度調査等

利用者との意見交換
実地調査
実施日

令和元年10月

指定管理者評価表　（令和元年度）

施設名 上深川歴史民俗資料館 評価主体 教育部　文化財課

指定管理者 奈良市上深川自治会 （公募/非公募） 指定の期間
平成３０年４月　１日から
令和　４年３月３１日まで
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（２）点数評価項目

５．総合評価

６．前年度の指示・指導事項に対する改善状況

指定管理者に
対する指示・
指導事項

前年度の指
示・指導事項
及び改善状況

総合評価

　上深川歴史民俗資料館の管理運営は、地域に伝わる無形民俗文化財の伝承に関する事業の実施を主な業務としている。管理者は、地域の無
形民俗文化財「題目立」（ユネスコ無形文化遺産・重要無形民俗文化財）について、題目立保存会とともに後継者育成の事業を計画して、計画ど
おり練習等を行い、その成果として平成29年10月12日に題目立を上演した。当該施設は事業の拠点として機能しており、無形民俗文化財の保存
伝承に寄与する施設の管理運営ができている。また見学希望者に対しては、パンフレットや映像を使って、館蔵資料や文化財の説明を行い、問合
せ等にも丁寧に対応している。施設の点検等、日常の維持管理も問題なく行われ、当該施設の指定管理者として適切な管理が行われたと評価で
きる。

当該施設の管理について十分責務を認識しており、題目立の伝
承活動等のために地域住民が有効に利用できる施設として管理
運営がなされている。

B

施設の管理運営に対する熱
意・意欲

指定管理者として施設を管理運営することに対する熱
意や、施設の設置目的の達成に対する意欲がある
か。

適切に施設の管理運営を行うとともに、民俗文化財の伝承活動
の拠点として機能するよう、意欲的に取り組んでいる。

A

指定の期間内に安定的に事業を継続できる財務状況
か。団体の財務状況の悪化により施設の管理運営が
困難になる恐れはないか。

事業計画に沿って安定的に事業が実施できている。自治会の財
務状況も安定している。

B

その他効果的
に公の施設の
設置の目的を
達成すること
のできる団体
であること

地域における連携・貢献 地域における連携・貢献に寄与しているか。
題目立の練習、公開の拠点として機能しており、地域に伝わる貴
重な無形民俗文化財の後継者育成に寄与した。

A

施設の設置目的に対する考
え方

市の方針・施設の性格・設置目的等を的確jに把握し、
指定管理者となる意義や責務を認識しているか。

事業計画書に
沿った公の施
設の管理を安
定して行う能
力を有してい
ること

職員の配置、勤務体制及び研
修計画

効果的な職員の配置・勤務体制であったか。
自治会長以下、自治会役員と町内隣組６組の組長が当番制で施
設の管理、利用者や来訪者への対応を行うことになっており、こ
の体制で問題なく運営が行われた。

B

類似事業の実績、ノウハウ
類似施設の管理運営の業務その他類似事業の実績・
ノウハウが施設管理に効果的に反映をされていたか。

設置時から地元自治会による管理運営がなされており、これまで
の業務の実績・ノウハウが効果的に反映されている。

B

財務状況の健全性

利用の促進、サービスの向上
の方策

事業計画書の
内容が公の施
設の経費の縮
減が図られるも
のであること

指定管理料の提案額
施設の効用を損なわず、提案額内で施設を管理運営
できているか。創意工夫で経費を縮減することについ
て、具体的・効果的な方策が行われたか。

収支予算書、通帳、領収書等関係綴りを確認したところ、指定管
理料は適正に執行されている。夜間の使用を抑える、施設周辺
の草刈を自治会で行うなどで経費縮減に取り組んでいる。

B

事業計画書の
内容が公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
せるものであ
ること

事業実施計画 A

自主事業実施計画

評価の着眼点 実施内容 評価

-

利用者への対応は適切に行われたか、また利用の促
進が図られたか。

題目立後継者育成のための地域住民による利用に丁寧に応対
し、展示見学者に対しても、パンフレット、映像などを利用しなが
ら、題目立について自治会役員が解説して、地域の民俗文化財
をわかりやすく説明する努力がなされた。

B

-

地域の無形民俗文化財の伝承に関する事業等が、計
画どおり実施されたか。

ユネスコ無形文化遺産、重要無形民俗文化財に指定されている
題目立の後継者育成、定期公開等が、当施設で計画通りに問題
なく実施された。これらを通して無形民俗文化財の保存継承を図
ることができた。題目立関係資料の保管も適切に行われ、定期公
演にあわせて公開も行われた。

【評価基準】 A：協定・業務仕様書等に定める水準を上回る状態　　B：協定・業務仕様書等に定める水準どおりの状態
C：協定・業務仕様書等に定める水準を下回る状態

区分 評価項目
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